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１．はじめに 

 インド特許法第８条には、対応外国出願に係る情報開示義務について、次のように規定されて

います。 

 

 

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書 
(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について単独で若しくは

他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて当該出願が、何人かを通じて若しくはその者から

権原を取得した何人かによって行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある

所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。 

(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、及び 

(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願

(ある場合)について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続け

る旨の誓約書 

(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は特許付与拒絶までは、いつでも、長官は、インド以外の

国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己に入手

可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。 

 

 

 また、インド特許規則には、次のように規定されています。 

 

 

規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書  
(1) 特許法第 8条(1)に基づいて特許出願人による提出を必要とする陳述書及び誓約書は、様式 3により作成しなければならな

い。  

(1A) 出願人が第 8条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6月とする。  

説明－－本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合の 6 月の期間は、当該対応する出願がイ

ンドにおいてされた実際の日付から起算する。 

(2) 特許出願人が、特許法第 8条(1)(b)に基づいて当該人が提出すべき誓約書において、何れかの国において行った他の出願に

係る詳細について長官に通知し続けるべき期間は、当該他の出願日から 6月とする。 

(3) 特許法第 8条(2)に基づいて長官によりその旨の命令があるときは、出願人は、発明の新規性及び特許性についての異論(あ

る場合)に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含めて長官が必要とするその他の明細を、長官からの当該通知

の日から 6月以内に提出しなければならない。 

 

 

上記特許法によれば、第８条(1)(b)において、第８条(1)(a)に規定の陳述書の提出後に所定の期

間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場

合)について、出願人は、インドにおける特許付与日まで、第８条(1)(a)に基づいて必要とされる

明細を書面で随時長官に通知し続けるべき旨が規定されています。 



２ 

 

 

一方、インド特許法第 8 条に基づいてインド特許庁が出願人に対して必要な情報／書類が提

出を要求したが、出願人がこれを提出しなかった、隠して提出しなかった、あるいはあやまった

情報／書類を提出した場合、特許法第６４条（l）に規定の特許の取消理由に該当すると共に、

特許法第 25条(1)(h)または(2)(h)に規定の異議理由に該当します。また、出願人が特許法第 8条

に規定の要求に応じなかった場合、特許が無効にされることもあります。 

 

 

第 25 条 特許に対する異議申立 
(1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は，如何なる利害関係人も，次に掲げる何れかの理由によって特許

付与に対する異議を長官に書面で申し立てることができる。 

(h)  出願人が，長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せず，又は何らかの重要 

な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと 

 

(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも，如何なる利害関係人も次に掲げる何れかの理由により

所定の方法で長官に異議を申し立てることができる。 

(h)  特許権者が，長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せず，又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽

と認識している情報を提供したこと 

 

 

【全２頁】 

 

 


